
年 金 証 書 ・ 年 金 決 定 通 知 書 の 見 方
注：紙面中の「組合員」とは、長期給付事業の適用を受ける組合員をいい、短期給付事業および福祉事業のみ適用を受ける組合員（短期組合員）を除きます。

有期退職年金算定基礎額を有期退職
年金額に換算するための率です。
年金額は、有期退職年金算定基礎額
÷有期年金現価率で求めます（100
円未満四捨五入）。

有期退職一時金を選択した方については、有期退職年金の欄は
記載されません。別途「一時金決定通知書」により、決定額等
をお知らせします。

終身退職年金額＋有期退職年金額を記載
しています。
有期退職一時金を選択された方は、終身
退職年金額のみ記載しています。

１年間に支給される終身退職
年金額を記載しています。

受給権発生時の給付算定基礎額×１/２
（組合員期間が10年未満のときは１/４）

終身退職年金算定基礎額を終身退職
年金額に換算するための率です。
年金額は、終身退職年金算定基礎額
÷終身年金現価率で求めます（100円
未満四捨五入）。

受給権発生時の給付算定基礎額×１/２
（組合員期間が10年未満のときは１/４）

請求時に選択した「240月」また
は「120月」の支給期間の終了予
定年月を記載しています（有期退
職一時金を除きます。）。
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年金の受給権が発生した年月
の翌月分から支給します。

１年間に支給される有期退職
年金額を記載しています。

年金の受給権が発生した年月
の翌月分から支給します。

年金の受給権が発生した
年月を記載しています。



公 務 障 害 年 金

公 務 遺 族 年 金

年金の受給権が発生した年月
の翌月分から支給します。

給付算定基礎額×2.25
（平成27年10月以後の組合員期
間が300月未満のときは、「給付
算定基礎額×2.25×１÷組合員
期間月数×300月」とします。）

平成27年９月以前の組合員期間を有していた方で、平成27
年10月以後に公務傷病に係る初診日がある場合に記載して
います（端数処理後欄は、100円未満四捨五入した額）。

最低保障額（Ａ）から、受給権者が受給権を有している
給付のうち最も高い額（Ｂ）を控除した額を記載してい
ます（100 円未満四捨五入）。

公務遺族年金算定基礎額を公務遺族
年金額に換算するための率です。

組合員（組合員であった者）の死亡日の年齢に応じた
終身年金現価率を、受給権が消滅するまで適用します。

年金額は、公務遺族年金算定基礎額
÷終身年金現価率×調整率で求めます。

　、　、　のいずれか高い金額
を記載しています（100円未満
四捨五入）。

２ １年間に支給される公務遺族
年金額を記載しています。

年金証書の記載事項は退職年金と同様です。

年金の受給権が発生した年月
の翌月分から支給します。

　、　、　のいずれか高い金額
を記載しています（100円未満
四捨五入）。

公務障害年金の受給権発生
日の年齢に応じた終身年金
現価率を、受給権が消滅する
まで適用します。

公務障害年金算定基礎額を公務障害
年金額に換算するための率です。

年金額は、公務障害年金算定基礎額
÷終身年金現価率×調整率で求めます。

平成27年９月以前の組合員期間を有する方で、平成27
年10月以後に公務傷病に係る初診日がある場合に記載し
ています（端数処理後欄は、100円未満四捨五入した額）。

障害等級に応じた最低保障額（Ａ）から、受給権者が
受給権を有している給付のうち最も高い額（Ｂ）を控除
した額を記載しています（100 円未満四捨五入）。

１年間に支給される公務障害
年金額を記載しています。

給付算定基礎額に、障害等級に応
じた一定の数値や組合員期間月数
（平成27年10月以後の組合員期
間が300月未満のときは、300月と
します。）を用いて算定した額を記載
しています。
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